
1 

 

宇部市ＤＸ推進計画改訂等支援業務委託に係る  

公募型プロポーザル実施要領 

１ 趣旨 

  本プロポーザル実施要領は、宇部市ＤＸ推進計画改訂等支援業務（以下「本業務」とい

う。）の実施に当たり、公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により

最も的確な業者を選定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務名 

宇部市ＤＸ推進計画改訂等支援業務委託 

（２） 業務内容 

宇部市ＤＸ推進計画改訂等支援業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３） 履行期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

（４） 提案上限額 

１４，９６０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画提案内容の規模を示すもので 

あることに留意すること。 

 

３ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たすこととする。 

（１） 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 参加申込書提出時点において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)又は民事再生法 

(平成 11年法律第 225号)に基づく更生手続き又は再生手続きを行っている者でないこと。 

（３） 公募日から契約締結の日まで、国、地方公共団体等からの指名停止の措置を受けていな

いこと。 

（４） 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)に掲げる暴力団

及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（６） 租税を滞納していないこと。 

（７） 本業務を確実に遂行するための実施体制を構築できること。 

（８） 他自治体でのＤＸ推進に関する計画策定や計画の推進等の実績(再委託による実績を含

む。)を有する人材を業務責任者として指定し、配置できること。なお、業務責任者の業

務実績には、他の所属組織において受託した実績も含むものとする。 
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４ 実施スケジュール 

  ※各項目の日程については、都合により変更の可能性あり。 

 

５ 質問の受付及び回答 

  本プロポーザルに関する質問の受付及び回答については、次のとおりとする。 

（１） 質問の受付 

  ア 受付期限 

    令和８年４月１４日（火） 午後１時まで 

  イ 提出方法 

質問書（様式１）により、本要領第 12項の事務局に受付期限までに電子メールにて

提出すること。電子メール以外の方法による質問は受け付けない。 

また、電子メール送信後は事務局へ電話で受信確認すること。 

 

項目 日程※ 備考 様式 

公募開始 令和８年４月 ８日（水） 市公式ウェブサイトに掲載  

質問の受付

期限 

令和８年４月１４日（火） 

午後１時まで 

電子メールにより提出 

 

様式１ 

質問に対す

る回答 

令和８年４月１７日（金） 市公式ウェブサイトに掲載  

参加表明届

提出期限 

令和８年４月２１日（火） 

午後５時まで 

電子メールにより提出 様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

参加資格審

査結果通知 

令和８年４月２３日（木） 電子メールにより通知  

企画提案書

提出期限 

令和８年５月１３日（水） 

午後５時まで 

電子メールにより提出 様式６ 

様式７ 

プレゼンテ

ーション 

令和８年５月１９日（火） 

予定 

オンラインにより実施  

審査結果の 

通知 

令和８年５月２１日（木） 

予定 

電子メールにより通知  

契約協議及

び契約締結 

令和８年６月上旬予定   
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（２） 質問の回答 

  ア 回答期日 

    令和８年４月１７日（金） 

  イ 回答方法 

    市公式ウェブサイトに掲載することとし、個別の回答は行わない。 

 

６ 参加表明 

本プロポーザルに参加しようとする者（以下「参加者」という。）は、次に定めるところに

より参加表明に係る書類を提出するものとする。 

（１） 提出書類 

ア 参加表明届（様式２） 

イ 事業者（会社）概要（様式３） 

ウ 登記事項証明書 

エ 滞納がないことを証する証明 ※市内に営業所を有する事業者のみ。 

オ 未納がないことを証する証明（その３の３）（国税） 

カ 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

キ 業務実績書（様式５） 

他自治体でのＤＸ推進に関する計画策定や計画の推進等の実績（再委託による実績を

含む。）を記入すること。 

 （留意事項） 

証明書についてはすべて写し可、発行から３か月以内のものとする。 

（２） 提出期限 

   令和８年４月２１日（火） 午後５時まで 

（３） 提出方法 

本要領第 12項の事務局に提出期限までに電子メールにて提出すること。 

電子メール以外の方法による提出は受け付けない。 

また、電子メール送信後は事務局へ電話で受信確認すること。 

なお、電子メールの添付ファイルのサイズが１０ＭＢを超える場合は、添付ファイル

を分割する等の方法により提出すること。 

 

７ 参加資格審査と結果の通知 

参加表明に係る書類により参加資格審査を行い、令和８年４月２３日（木）に電子メール

にて審査結果を通知する。 
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８ 提案書類の提出 

前項の審査により参加資格要件を満たすと認められた参加者（以下「提案者」という。）

は、次に定めるところにより企画提案に係る書類を提出するものとする。 

（１） 提出書類 

ア 企画提案書（任意様式） 

  仕様書のほか、別紙「選考審査基準」の審査項目をもとに記載すること。 

表紙、目次等を含めＡ４判１０ページ程度とすること。 

仕様書を確認の上、国や県の動向、他市等の優良事例等も活用しながら、次期計画の策定

方針、支援業務の内容等について具体的で分かりやすく提案し、記載すること。 

※提案上限金額の範囲内で、仕様書に記載のない自由提案も認める 

イ 参考見積書（任意様式） 

具体的な積算内容がわかるように内訳書を添付すること。 

見積金額は消費税及び地方消費税を含む額とし、本要領第 2項第 4号の提案上限額以内の

金額とすること。 

ウ 業務工程表（任意様式） 

Ａ４判１ページに業務の工程を記載すること。 

エ 業務実施体制調書（様式６） 

本業務を担当する業務責任者、担当者について、担当する業務内容等を記載すること。 

オ 統括責任者調書（様式７） 

業務実施体制調書に記載したうち、統括責任者について作成すること。 

（２） 提出期限 

令和８年５月１３日（水） 午後５時まで 

（３） 提出方法 

本要領第 12項の事務局に提出期限までに電子メールにて提出すること。 

電子メール以外の方法による提出は受け付けない。 

また、電子メール送信後は事務局へ電話で受信確認すること。 

なお、電子メールの添付ファイルのサイズが１０ＭＢを超える場合は、添付ファイルを

分割する等の方法により提出すること。 

 

９ 交渉権者の選定 

宇部市ＤＸ推進計画改訂等支援業務委託プロポーザル審査委員会（以下「審査会」とい

う。）において、以下に示す実施方法及び審査方法を正式に決定した上で、審査（書類審査、

プレゼンテーション、ヒアリング）を行い、本業務に最も適切な者を選定する。なお、応募が

１者であっても審査し、適否を判断する。 
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（１） 実施方法 

ア 実 施 方 式 オンラインによる企画提案プレゼンテーション 

イ 予 定 日 令和８年５月１９日（火） 

※開始時刻については、別途通知する。 

ウ 所要時間等 ５０分程度（提案者からの説明２０分、質疑応答３０分） 

エ 説 明 出席者は１者３名までとし、提出した提案書類に沿って説明すること。

なお、プレゼンテーションは非公開とする。 

オ 説 明 者 説明は、本業務に実際に参加するものが行うこと。 

（２） 審査方法 

ア 選考審査基準 

別紙「選考審査基準」のとおり。 

※ 応募者多数の場合は、評価基準の評価項目「企業評価」を中心とした書類審査により 

プレゼンテーションへの参加可否を決定する場合がある。 

イ 各審査員の評価点の合計を審査委員の数で除した総合評価点数が６０点以上を得た者

の中で、総合評価点の最も高い事業者を第１優先交渉権者とする。 

ウ 総合評価点が同点で優劣がつかないときは、見積価格の低い事業者を第１優先交渉権

者とする。 

エ 審査の結果は、審査会終了後参加者全員へ通知する。  

オ 審査結果に対する異議等は受理しない。 

カ 総合評価点が１位であっても、仕様書に沿わない場合や得点が著しく低い審査項目が

ある場合は、第１優先交渉権者に選定しないことがある。 

（３） その他 

ア 提案内容に疑義が生じた場合、必要に応じてメール等により照会を行う。 

イ 実施方法や審査方法については、審査会において正式に決定した上で、プレゼンテーシ

ョン実施までに別途通知する。 

 

10 契約の締結 

（１） 第１優先交渉権者と本業務委託の契約締結交渉を行うものとする。選定された提案書

の記載事項は、原則として契約時に業務委託仕様として採用することを想定している

が、協議調整の上、決定する。この場合に、市は必要に応じて第１優先交渉権者の提案

に対し、提案内容の趣旨を変更しない範囲において修正を求めることができるものとす

る。 

（２） 第１優先交渉権者と協議が整わない場合や、第１優先交渉権者が契約締結までに参加

資格要件に規定する条件のいずれかを満たさなくなった場合、事故等の特別な事由によ
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り契約が不可能となった場合においては、次点交渉権者と契約締結の交渉を行うものと

する。 

（３） 参加申込者が１者の場合であっても審査を実施し、その提案内容が審査基準を満たす

と認められる場合は、その事業者を第１優先交渉権者として選定し、上記協議を行う。 

（４） 契約保証金については、宇部市財務規則（昭和 44年宇部市規則第４号）第 98条第１

項の規定により、契約金額の 100分の 10以上とする。ただし、同規則第 99条の規定に

該当する場合は、免除等することがある。 

 

11 留意事項 

（１） 提案募集に参加する場合は、本業務委託プロポーザル実施要領、仕様書等を熟読し、

それらを遵守すること。 

（２） 本プロポーザルに係る実施要領・審査等に関する異議は受け付けない。 

（３） 本プロポーザル参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（４） 市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（５） 企画提案書は１者につき１案とする。 

（６） 提出した書類の全部又は一部を変更することはできない。ただし、脱漏又は不明確な

表示があった場合等において、市が認めた場合はこの限りではない。 

（７） 提案、その他手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本法定通貨に限る。 

（８） 他の応募者から提出される企画提案書等は閲覧できない。 

（９）提出された書類は一切返却しない。 

（10）電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

（11）市が提供する資料は、提案の検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、

本件に際して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 

（12）提出された書類は、受託候補者選定以外の目的で使用しない。ただし、宇部市情報公開

条例に基づく公開請求があった場合は、書類の全部又は一部を公開する。その際、個人

情報のほか応募者の経営上の秘密や事業運営上のノウハウ等、公開することにより応募

者に不利益を与える情報等が記載されていると判断した場合は、当該情報については公

開しない。特に公開することにより応募者に不利益を与えるおそれがある情報について

は、応募者の意見を聴いて公開の可否を判断する。 

（13）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

イ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ プレゼンテーションに参加しなかった場合 
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オ 選定の公平性を害する行為があった場合 

カ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

（14）書類提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに事務局に連絡すると

ともに、書面（様式８）により申し出ること。 

 

12 事務局（問合せ先及び提出先） 

  宇部市 総務部 デジタル推進課  

  〒755-8601 宇部市常盤町一丁目 7番 1号 

  電話：0836-34-8119 

  メールアドレス:itu@city.ube.yamaguchi.jp 

mailto:　itu@city.ube.yamaguchi.jp

